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お問合せは事務局（�35-8080）まで！

加害者から治療費、慰謝料及び損害賠
償金などを受け取ったとき

〔会社の税務 よろず相談室○143 〕所得税関係

�　交通事故などにより被害者が受け取った治療費、
慰謝料、損害賠償金などの課税関係について教えて
ください。
�　交通事故などのために、被害者が次のような治療
費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、
これらの損害賠償金等は非課税となります。
　ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害
者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される
金額を補てんするための金額が含まれている場合に
は、その補てんされた金額に相当する部分について
は、各種所得の収入金額とされます。

１　心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝

料など

　具体的には、事故による負傷について受ける治療
費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収
益の補償をする損害賠償金などです。
　ただし、治療費として受け取った金額は、医療費
を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける
場合は、支払った医療費の金額から差し引くことに
なります。しかし、その医療費を補てんし、なお余
りがあっても他の医療費から差し引く必要はありま
せん。 

２　不法行為その他突発的な事故により資産に加えら

れた損害について受ける損害賠償金など

　具体的には、事故による車両の破損について受け
る損害賠償金などです。

　しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、
次のようなケースでは注意が必要です。 
（1）　商品の配送中の事故で使いものにならなくなっ

た商品について損害賠償金などを受け取ったケー
ス
　棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収
入金額に代わる性質を持つものであり、非課税と
はならず、事業所得の収入金額となります。 

（2）　車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、
その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの
賃借料の補償として損害賠償金などを受け取った
ケース
　この損害賠償金などは、必要経費に算入される
金額を補てんするためのものであり、非課税とは
ならず、事業所得の収入金額となります。

（3）　事故により事業用の車両を廃車とする場合で、
その車両の損害について損害賠償金などを受け取
ったケース
　車両の損害に対する損害賠償金などは非課税と
なります。ただし、車両について資産損失の金額
を計算する場合は、損失額から損害賠償金などに
よって補てんされる部分の金額を差し引いて計算
します。
　なお、この場合、損害賠償金などの金額がその
損失額を超えたとしても、全額が非課税となりま
す。

３　心身又は資産に加えられた損害につき支払を受け

る相当の見舞金

　非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわ
しい金額のものに限られます。また、収入金額に代
わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つ
ものは、非課税所得から除かれます。
（所法9、51、73、所令30、94、所基通9-19、9-23）

（税制委員会：赤羽総一郎、青木稔、山口優子

グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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